
■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）

図書室便り図書室便り図書室便り ■問合せ
中央公民館図書室☎０２９－８８５－８４４２

■インターネット蔵書検索
https://www.im.licsre-saas.jp/
miholib/webopac/index.do

新着図書案内は、中央公民館・役場・み
ほふれ愛プラザ・保健センター・こもれ
び森のイバライド（稲敷市）にて配布し
ています。

新着図書案内は、中央公民館・役場・み
ほふれ愛プラザ・保健センター・こもれ
び森のイバライド（稲敷市）にて配布し
ています。

【３月】日時 ３月２１日（土）午後２時～
　　　　会場 中央公民館１階　ロビー

【４月】日時 ４月１８日（土）午前１１時～
　　　　会場 中央公民館２階　視聴覚室

子育て支援センターと共通のよみきかせ
スタンプカードがあります。
３回参加するとプレゼントがもらえます。
昨年度のスタンプカードも引き続きご利
用いただけます。

子育て支援センターと共通のよみきかせ
スタンプカードがあります。
３回参加するとプレゼントがもらえます。
昨年度のスタンプカードも引き続きご利
用いただけます。

お話し会

休室日：毎週月曜日・祝日・毎月最終火曜日
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システムメンテナンスのため、下記日程はホームペ
ージからの蔵書検索や資料の予約ができません。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承ください。

蔵書検索システム（WEB-OPAC）
停止日のお知らせ

蔵書検索システム（WEB-OPAC）
停止日のお知らせ

■停止日 ３月３０日（月）終日
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利用者カードには有効期限があります利用者カードには有効期限があります

利用者カードの有効期限は、作成・更新した日から
以下のとおりです。
■有効期限
　・村内在住の方：５年
　・村内に在学・在勤の方：１年
・村外※ の方：１年

　※村内在学・在勤以外の茨城県県南地域在住の方
〇有効期限が近い方
登録内容に変更がないか確認する「有効期限更新」の
手続きをお願いしています。
マイナンバーカードなど、ご住所が確認できるもの
をお持ちのうえお越しください。
〇登録内容に変更がある方
転居など登録内容に変更が生じた際は図書室カウン
ターまでお申し出ください。
「内容更新」の手続きを行います。

資源の有効活用を図るため、古くなり利用されなく
なった本を皆さまに無償でお譲りします。

本のリサイクルを行います本のリサイクルを行います

■開始日時 ３月３１日（火）午前１０時から
■会場 中央公民館　図書室前廊下
・配布本がなくなり次第終了いたします。
・お一人様何冊でもお持ち帰りいただけます。
・お持ち帰りいただいた本は返却できません。ご自　
　宅でお楽しみください。
・開始日時までの待機の際は整列にご協力ください。

２．医療費の返納が確認できましたら、役場でお支払いされた場合は国保
年金課窓口で、金融機関でお支払いされた場合は後日郵送で、「診療
報酬明細書」をお渡しします。

１．役場国保年金課から「資格喪失後受診による医療費の返納について」
という通知を送付します。同封の納入通知書にて、指定期日までにお
支払いをお願いします。
なお、返納した際の領収書は再発行できませんので大切に保管してく
ださい。

３．村へ返納した医療費は、医療機関受診日時点で加入している健康保険
に払い戻しの請求ができる可能性があります。詳細はお勤め先の健康
保険へお問合せください。健康保険へ請求する際は、村へ返納した際
の領収書と診療報酬明細書を請求書類等と併せて提出してください。

医療費の返納金額は、診療の内容により高額になる場合がありますので、以下のことにご注意ください。

美浦村国保の資格は、社会保険等の資格取得日で喪失となります。新しい資格確認書が届くまでに時間が
かかる場合でも、美浦村国保の資格確認書等を代わりに使用することはできません。受診の際は、お勤め
先の担当者等に相談し、指示を受けていただくとともに、医療機関等には保険の切り替え中である旨をお
伝えください。
また、マイナ保険証で受診される方は、新しい保険情報が反映されるまでに時間を要する場合があります
ので、医療機関等に保険の切り替え中である旨をお伝えください。

◎

新しく加入した保険の資格確認書・資格情報のお知らせが交付されるまでに時間がかかる場合

◎

美浦村から他市町村へ転出した場合
転出した日から美浦村国保の資格は喪失となりますので、速やかに資格確認書等をご返却ください。
転出先でも国保に加入する場合は、すみやかに転入手続きと国保加入の手続きを行ってください。

■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６

資格喪失後の受診による
医療費の返納請求について
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